
平成２９年１０月２５日 

 

入札参加資格停止措置の概要 

 

 

１ 入札参加資格停止措置業者名及び所在地 

入札参加資格停止措置業者名 所  在  地 

株式会社 安藤・間 東京都港区赤坂６丁目１番２０号 

 

２ 入札参加資格停止措置期間 平成２９年１０月２５日から平成２９年１１月２４日まで（１カ月間） 

 

３ 入札参加資格停止措置の適用範囲  水戸市が発注する工事 

 

４ 事実概要 

㈱安藤・間の使用人は，福島県田村市発注の福島第一原発事故に伴う除染事業において，除染作業 

員の宿泊領収書を改ざんし宿泊費をだまし取ったとして，平成２９年９月２８日，東京地方検察庁に 

詐欺罪の容疑で在宅起訴された。 

 

５ 入札参加資格停止理由 

水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程（以下「契約規程」という。）第７５条第１項 

別表第４第１４項「不正又は不誠実な行為」に該当する。 

 

「契約規程」 

措  置  要  件  期   間 

別表第４第１４項ア 

「業務に関し，法令に違反したとき。」 

当該認定をした日から 

１カ月以上９カ月以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年１０月２５日 

 

入札参加資格停止措置の概要 

 

 

１ 入札参加資格停止措置業者名及び所在地 

入札参加資格停止措置業者名 所  在  地 

青木あすなろ建設 株式会社 東京都港区芝４丁目８番２号 

 

２ 入札参加資格停止措置期間  平成２９年１０月２５日から平成２９年１１月２４日まで（１カ月間） 

 

３ 入札参加資格停止措置の適用範囲  水戸市が発注する工事 

 

４ 事実概要 

青木あすなろ建設㈱の使用人は，神奈川県内で同社が受託する建設発生残土埋立事業用地内へ産業 

廃棄物の混合物を不法投棄したとして，平成２９年９月２８日，廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

違反の容疑で神奈川県警に逮捕された。 

 

５ 入札参加資格停止理由 

水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程（以下「契約規程」という。）第７５条第１項 

別表第４第１４項「不正又は不誠実な行為」に該当する。 

 

「契約規程」 

措  置  要  件  期   間 

別表第４第１４項ア 

「業務に関し，法令に違反したとき。」 

当該認定をした日から 

１カ月以上９カ月以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


